
市民・消防委員会資料
平成２３年２月１４日
市民局

本市外郭団体｢財団法人横浜市男女共同参画推進協会｣の
「経営改革に関する方針案｣について

本市では、平成２１年３月から外部の有繊者による「横浜市外郭団体等経営改革委員会」におい

て、外郭団体ごとの経営課題について審議を行い、提言をいただいた団体から順次、本市としての

「経営改革に関する方針」を決定しています。

このたび、１０団体の「経営改革に関する方針案」を決定しましたので､このうち「財団法人横浜

市男女共同参画推進協会」に関する方針案についてご報告します。

賓浜外郭団宮改委員ェ

（１）審議回数

２回（第１回（平成22年９月）・第２回（平成22年11月）

（２）経営改革委員会からの提言内容

団体分類：「引き続き経営努力が必要な団体」

（小分類：引き続き、現在の団体運営及び財務状況を維持するとともに、さらなる経営努力

を続けるべきもの｡）

経営改革の方向性：①男女共同参画の実現に向けた課題解決を支援する専門的機関として、

関係機関・民間団体との連携・役割分担の強化や利用者の意見の反映

を進め、より効果的な事業展開を図ること。．

②管理部門を含めた人材育成・登用を計画的に進め、自立性を高めた組

織運営と人材登用に関する施策を着実に実行すること。

経営改革に関する方針案の栂

（１）方針

安定的な運営を行い、更なる財務力及び組織力の強化を図るとともに市民の多様なニーズに

基づく事業を実施し、男女共同参画社会の実現を図る゜

（２）具体的な取組内容

①男女共同参画の推進に取り組む市民グループやＮＰＯ等との協働事業にも積極的に取

り組み、男女共同参画社会の裾野を拡大します。

②施設管理や事業運営について､利用者満足度や市民ニーズ､採算性等の視点から評価し、

ＰＤＣＡサイクルに基づき、改善を図ります。

③企業からの助成金や国、県、市等からの事業受託料収入の向上など、主体的かつ菰極的

に自主財源の確保に努めます。

④市職員の派遣解消とともに固有職員の積極的登用を図り、また人事考課の給与への反映

について、市の制度を踏まえて導入していきます。

３今後のスケジュール

今後、「具体的な取組内容」に基づき、市と団体の共通の経営目標となる「次期協約（期間：

平成２３～２５年度)」の策定に向け、団体と協約項目や目標値（数値目標等)、スケジュールな

どの協議を進めます。

なお、次期協約は、本年６月を目処に策定し、策定後に常任委員会へご報告します。
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４参考

横浜市外郭団体等経営改革委員会について

（１）委員会概要

（２）審議対象団体

時限設置団体などを除く全外郭団体及び(財)横浜市道路建設事業団（39団体）

（３）団体分類

団体分類は、以下の４つの分類から、団体ごとに決定しています。

①廃止の検討が必要な団体②民間主体の運営が望ましい団体

③事業等の再整理が必要な団体④引き続き経営努力が必要な団体

団体の分類（イメージ図）

低公益的使命（市の囲与の必要性）
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（１）「経営改革に関する方針案」（財団法人横浜市男女共同参画推進協会部分）

（２）横浜市外郭団体等経営改革委員会からの提言（財団法人横浜市男女共同参画推進協会部分）

２
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設置根拠１費浜市外郭団体等経営改革委員会設極要綱

委員

大野功一（関東学院大学学長（経済学部教授)）【委員長】

遠藤淳子（遠藤淳子公認会計士事務所公認会計士）

岡村勝義（神奈川大学経済学部教授）

丸山康幸（ﾌｪﾆｯｸｽ･ｼｰｶﾞｲｱ･ﾘｿﾞｰﾄ株式会社取締役会長）

山本安志（山本安志法律事務所弁護士）

役割

１経営改革に関する方針の検討及び提言に関すること

２経営改善行動計画、協約の策定に関すること

３経営改善行動計画、協約の達成状況評価に関すること
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財団法人横浜市男女共同参画推進協会

設立
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所在地 横浜市戸塚区上倉田町435番地１ 設立 昭和62年10月１日

基本金 30,000千円（うち本市出資額・割合30,000千円．100.0％）

市所管課 市民局男女共|司参画推進課

主要事業

・男女共同参画についての資料や情報の収集及び提供

・男女共同参画に関する相綾

。男女共同参画に関する調査研究及び広報啓発ならびに講座等の開催

市が期待
する役割

男女共同参画に関する施策を実施し、市民及び躯業者が自ら行う男女共同参画を推進する
取組を援助育成し、男女共同参画社会の実現に貢献すること
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項目

市の行動計画に合わせ
た駆業の見直し

課Hi解決型邪業の拡充

組織の雑織強化のため
の自己評価システムの砿
立

23年度 24年度

￣一

一一

25年度；２６年度以降

￣

L亘匡鍾室i塗i董型i些塾旦竺」（協約を締綣Ｇつ・しない）
安定的な運営を行い、更なる財務力及び組織力の強化を図るとともに、市民の多様な二一Ｉ

ズに基づく事業を実施し、男女共同参画社会の実現を図る゜

財務力の強化を図るため、更なる収入の増加並びに協働・共催による事業費支出及び内部経費
の削減に努めるとともに、人的資源を最大限に活用し、人勘｢評価制度の運用を進めるなど、中長
期的な視野を持って、組織力の強化に取り組みます。‐
また、就業支援、課題BⅡ情報提供講座、自助グループ支援等のZlF業を有機的に連携させ、－人

ひとりの関心とニーズに応じた総合的・継続的なサービスを提供します。

【横浜市外郭団体等経営改革委員会提言】

(~すT害羅羅霧ﾗﾗ両霊雨扉一）
引き続き、現在の団体運営及び財務状況を維持するとともに、さらなる経営努力をつづけるべきもの
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①団体の役割（公益的使命、市の関与の見直し）

・男女共同参画の推進に取り組む市民グループやＮＰＯ等との協働事業にも積極的に取り組み、男
女共同参画社会の裾野を拡大します。

・施設管理や泰業迦営について、利用者満足度や市民ニーズ、採算性等の視点から評価し、ＰＤＣ
Ａサイクルに基づき、改善を図ります。

②財務改善（市の財政支援）

・企業からの助成金や国、県、市等からの事業受託料収入の向上など、主体的かつ積極的に自主財
源の確保に努めます。

③人事組織（市の人的支援）

・市職員の派遺解消とともに、固有職員の積極的登用を図ります。

・人事考課の給与への反映について、市の制度を踏まえて導入していきます。
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経常収益の総額に占める自主財源の比率の増加：平成25年度16.3％以上
(平成21年度実織:15.5％）

横浜市男女共同参画センター(3館)の来館者数の増加：平成25年度８６万9千人以上
(平成21年度実績:854,784人）

男女共同参画推進協会主催･共催の灘座等の参加者数の増加：平成25年度７万4千人
(平成21年度実績:70,724人）
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所在地 横浜市戸塚区上倉田町４３５－１ (TEL）862-5053

ＵＲＬ httn2ﾉﾉｗｗｗ_woman-citv-voknlwTDnin 設立 昭和62年10月１日

､代表者 理事長合田カロ奈子（平成22年７月１日就任）

資本金 30,000千円（うち本市出資額・割合30,000千円.100.0％）

主務官庁 神奈川県県民部人権男女共同参i画i課

市所管課 市民局男女共同参画推巡裸

鴎ウロ的
女性を取り巻く機々な問題を解決しようとする市民の主体的な活動を援助育成し、男
女共同参画社会の実現に資することを目的とする。

※次期協約期間（平成23年度から平成25年度まで）

魑邇議薗画雇ＺＮ－－－－－－－－－￣－－－－－
男女共同参画の実現に向けた課題解決を支援する専門的機関として､関係機関･民間団体との連撹･役
割分担の強化や利用者の意見の反映を進め､より効果的な事蘂展開を図ること｡また､事菓効果や組織運
営の効率化について､引き続き評価と見直しを行うこと。

【補足または条件・整備すべき環境】

極重電鐘Ni－－－－－－－－－－－－－－－－－－
管理部門を含めた人材育成･登用を計画的に進め､自立性･専門性を高めた組織運営と人材登用に関す
る施策を着実に実行すること、

～委員会における主な参考意見～

●方向性①関連

・個別の事業については理解できるが、広く一般市民のニーズに十分応えられているのか詞壷す
る必要がある。

．‘建物等の管理中心から利用者に対する支援事業へより重点を移行していく方が、事業成果の
向上につながるのではないか。

・困難を抱える女性の支援は総合相談をペースに個々の利用者に寄り添った支銭を組み立ててい

る。

.広く市民の多様なニーズの把握に努め、利用者の意見や事業実績と合わせて、事業の見直しへ
反映させる取組をより強化すること。

・他機関と類似の噸業がある場合は、内容の差別化を行うなど、鞭業の重複に留意すること。
・次回(H27～)の指定管理者の選定に際しては事業の専門性や今後の事業成果と効率化の取組に対
する評価に基づいて慎重に行うこと。
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